
（別紙）平成 23 年４月 27 日付課法４－10 ほか３課共同「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律に係る法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」（法令解釈通達）のうち、次表の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改正する。 

（注）下線を付した部分が改正部分である。 

改 正 後 改 正 前 

(５ 震災損失の繰戻しによる還付請求(の一部)に理由がない旨の通知書) (５ 震災損失の繰戻しによる還付請求(の一部)に理由がない旨の通知書) 

  

 

（正 本）                      法第     号 

納 
税 
地 

 
令和  年  月  日 

法 
人 
名 

等 

  

代氏

表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        

財務事務官            

○印     

 

震災損失の繰戻しによる還付請求（の一部）に理由がない旨の通知書 

 
                         自 平成  年  月  日 

貴法人から令和      年  月  日付でされた（震災欠損事業年度） 
                                                 至 平成  年  月  日 

 
      自 平成  年  月  日 

（還付事業年度）               についての震災損失の繰戻しによる還付請求につい 
       至 平成  年  月  日  
 

ては、調査した結果、下記理由により請求（の一部）に理由がないと認められるので通知します。 

 

                   記 

 （理由）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 

 

 
 

 

 
 
02.06 改正 

（

規

格

Ａ

４

） 

（正 本）                      法第     号 

納 
税 
地 

 
令和  年  月  日 

法 
人 
名 

等 

  

代氏

表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        

財務事務官            

○印     

 

震災損失の繰戻しによる還付請求（の一部）に理由がない旨の通知書 

 
平成                        自 平成  年  月  日 

貴法人から      年  月  日付でされた（震災欠損事業年度） 
令和                                                至 平成  年  月  日 

 
      自 平成  年  月  日 

（還付事業年度）               についての震災損失の繰戻しによる還付請求につい 
       至 平成  年  月  日  
 

ては、調査した結果、下記理由により請求（の一部）に理由がないと認められるので通知します。 

 

                   記 

 （理由）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 

 

 
 

 

 
 
01.06 改正 

（

規

格

Ａ

４

） 



改 正 後 改 正 前 

(13 連結法人の震災損失の繰戻しによる還付請求(の一部)に理由がない旨の通知書(正本)) (13 連結法人の震災損失の繰戻しによる還付請求(の一部)に理由がない旨の通知書(正本)) 

   

 

（正 本）                      法第     号 

納 
税 

地 

 
令和  年  月  日 

法 
人 

名 

  

代氏

表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        

財務事務官            

○印     

 

連結法人の震災損失の繰戻しによる還付請求（の一部）に理由がない旨の通知書 

 
                            自 平成  年  月  日 

貴法人から令和   年  月  日付でされた(震災欠損連結事業年度) 
                                至 平成  年  月  日 
 
       自 平成  年  月  日 

(還付連結事業年度)               についての連結法人の震災損失繰戻しによる還付請求 
        至 平成  年  月  日  
 

については、調査した結果、下記理由により請求(の一部)に理由がないと認められるので通知します。 
 

記 

 （理由）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 

 

 
 

 

 
 

02.06 改正 

（

規

格

Ａ

４

） 

（正 本）                      法第     号 

納 
税 

地 

 
令和  年  月  日 

法 
人 

名 

  

代氏

表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        

財務事務官            

○印     

 

連結法人の震災損失の繰戻しによる還付請求（の一部）に理由がない旨の通知書 

 
平成                         自 平成  年  月  日 

貴法人から    年  月  日付でされた(震災欠損連結事業年度) 
    令和                         至 平成  年  月  日 
 
       自 平成  年  月  日 

(還付連結事業年度)               についての連結法人の震災損失繰戻しによる還付請求 
        至 平成  年  月  日  
 

については、調査した結果、下記理由により請求(の一部)に理由がないと認められるので通知します。 
 

記 

 （理由）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 

 

 
 

 

 
 

01.06 改正 

（

規

格

Ａ

４

） 



改 正 後 改 正 前 

(23 特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間延長認定通知書(正本)) (23 特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間延長認定通知書(正本)) 

  

 

02.06改正 

法第     号 

納 
税 
地 

 
令和  年  月  日 

法 
人 
名 

等 

  

代氏

表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        

財務事務官            

○印     

 

特定の資産の買換えの場合における  

特別勘定の設定期間延長認定通知書  

 
貴法人から令和  年  月  日付で申請があった特定の資産の買換えの場合における特別勘定 

 
                                  第 19 条第 1 項の表の第 号該当 

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律        
                                   第 27 条第 1 項の表の第 号該当 
 

の設定期間の延長については、下記のとおり認定したので通知します。         

記 

 

 
申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名等   

取得しようとする買換資産の内容 買換資産を取得することができると認められる日 

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

（処分の理由） 

 

 
この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 

 
 

（

規

格

Ａ

４

） 01.06改正 

法第     号 

納 
税 
地 

 
令和  年  月  日 

法 
人 
名 

等 

  

代氏

表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        

財務事務官            

○印     

 

特定の資産の買換えの場合における  

特別勘定の設定期間延長認定通知書  

 
貴法人から平成・令和  年  月  日付で申請があった特定の資産の買換えの場合における特別勘定 

 
                                  第 19 条第 1 項の表の第 号該当 

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律        
                                   第 27 条第 1 項の表の第 号該当 
 

の設定期間の延長については、下記のとおり認定したので通知します。         

記 

 

 
申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名等   

取得しようとする買換資産の内容 買換資産を取得することができると認められる日 

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

（処分の理由） 

 

 
この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 

 

 

（

規

格

Ａ

４

） 



改 正 後 改 正 前 

(33 適格分割等を行う場合の特定の資産の買換えの場合における期中特別勘定の設定期間延長認定通知書(正本)) (33 適格分割等を行う場合の特定の資産の買換えの場合における期中特別勘定の設定期間延長認定通知書(正本)) 

  

 

02.06改正 

法第     号 

納 
税 
地 

 
令和  年  月  日 

法 
人 
名 

等 

  

代氏

表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        

財務事務官            

○印     

 

適格分割等を行う場合の特定の資産の買換えの場合 

における期中特別勘定の設定期間延長認定通知書 

 
貴法人から令和  年  月  日付で申請があった適格分割等を行う場合の特定の資産の買換 

 
                 東日本大震災の被災者等に係る国税  第 19 条第 1 項の表の第 号該当 

えの場合における期中特別勘定                                  
                 関係法律の臨時特例に関する法律  第 27 条第 1 項の表の第 号該当 
 

の設定期間の延長については、下記のとおり認定したので通知します。         

記 

 

 
申請の対象が連結子法人の場合  対象法人名等   

当該適格分割等に係る分割承継法人等に
おいて取得しようとする買換資産の内容  買換資産を取得することができると認められる日 

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

（処分の理由） 

 

 
この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 

 

（

規

格

Ａ

４

） 

01.06改正 

法第     号 

納 
税 
地 

 
令和  年  月  日 

法 
人 
名 

等 

  

代氏

表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        

財務事務官            

○印     

 

適格分割等を行う場合の特定の資産の買換えの場合 

における期中特別勘定の設定期間延長認定通知書 

 
貴法人から平成・令和  年  月  日付で申請があった適格分割等を行う場合の特定の資産の買換 

 
                 東日本大震災の被災者等に係る国税  第 19 条第 1 項の表の第 号該当 

えの場合における期中特別勘定                                  
                 関係法律の臨時特例に関する法律  第 27 条第 1 項の表の第 号該当 
 

の設定期間の延長については、下記のとおり認定したので通知します。         

記 

 

 
申請の対象が連結子法人の場合  対象法人名等   

当該適格分割等に係る分割承継法人等に
おいて取得しようとする買換資産の内容  買換資産を取得することができると認められる日 

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

（処分の理由） 

 

 
この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 

 

（

規

格

Ａ

４

） 



改 正 後 改 正 前 

(41 適格合併等による特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合において指定期間内に資産の取得が困難な場合の設定期間延長認定通知書(正本) ) (41 適格合併等による特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合において指定期間内に資産の取得が困難な場合の設定期間延長認定通知書(正本) ) 

  

 

02.06改正 

法第     号 

納 
税 
地 

 
令和  年  月  日 

法 
人 
名 

等 

  

代氏

表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        

財務事務官            

○印     

 

適格合併等による特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合に 

おいて指定期間内に資産の取得が困難な場合の設定期間延長認定通知書 

 
貴法人から令和  年  月  日付で申請があった適格合併等による特定の資産の譲渡に伴い 

 

特別勘定を設けた場合において指定期間内に資産の取得が困難な場合の設定期間の延長については、 

 
    東日本大震災の被災者等に係る国税関係  第 19 条第 27 項 

                              の規定により、下記のとおり認定 
    法律の臨時特例に関する法律施行令   第 24 条第 27 項 

 

したので通知します。 

記 

 

 
申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名等   

取得する予定の買換資産の内容 買換資産を取得することができると認められる日 

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

（処分の理由） 

 

 この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 

 

 

（

規

格

Ａ

４

） 

01.06改正 

法第     号 

納 
税 
地 

 
令和  年  月  日 

法 
人 
名 

等 

  

代氏

表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        

財務事務官            

○印     

 

適格合併等による特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合に 

おいて指定期間内に資産の取得が困難な場合の設定期間延長認定通知書 

 
貴法人から平成・令和  年  月  日付で申請があった適格合併等による特定の資産の譲渡に伴い 

 

特別勘定を設けた場合において指定期間内に資産の取得が困難な場合の設定期間の延長については、 

 
    東日本大震災の被災者等に係る国税関係  第 19 条第 27 項 

                              の規定により、下記のとおり認定 
    法律の臨時特例に関する法律施行令   第 24 条第 27 項 

 

したので通知します。 

記 

 

 
申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名等   

取得する予定の買換資産の内容 買換資産を取得することができると認められる日 

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

 令和   年    月    日  

（処分の理由） 

 

 この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 

 

 

（

規

格

Ａ

４

） 



改 正 後 改 正 前 

(58 復興産業集積区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (58 復興産業集積区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

  

 



改 正 後 改 正 前 

(58 復興産業集積区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (58 復興産業集積区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

  

 

 



改 正 後 改 正 前 

(58 復興産業集積区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (58 復興産業集積区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改 正 後 改 正 前 

(60 企業立地促進区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (60 企業立地促進区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

  



改 正 後 改 正 前 

(60 企業立地促進区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (60 企業立地促進区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

 

 

 

 

 

 

 



改 正 後 改 正 前 

(62 避難解除区域等における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (62 避難解除区域等における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

  



改 正 後 改 正 前 

(62 避難解除区域等における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (62 避難解除区域等における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

 

 

 

 

 

 



改 正 後 改 正 前 

(62 避難解除区域等における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (62 避難解除区域等における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

  

 

 

 



改 正 後 改 正 前 

(64 復興居住区域における被災者向け優良賃貸住宅の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (64 復興居住区域における被災者向け優良賃貸住宅の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

  

 



改 正 後 改 正 前 

(64 復興居住区域における被災者向け優良賃貸住宅の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (64 復興居住区域における被災者向け優良賃貸住宅の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

 

 

 

 

 

 



改 正 後 改 正 前 

(64 復興居住区域における被災者向け優良賃貸住宅の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (64 復興居住区域における被災者向け優良賃貸住宅の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

  

 

 

 



改 正 後 改 正 前 

(66 復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (66 復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

  



改 正 後 改 正 前 

(66 復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (66 復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

  



改 正 後 改 正 前 

(66 復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (66 復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

  

 



改 正 後 改 正 前 

(68 被災代替資産等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (68 被災代替資産等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

  



改 正 後 改 正 前 

(68 被災代替資産等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (68 被災代替資産等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

  



改 正 後 改 正 前 

(68 被災代替資産等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (68 被災代替資産等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

  

 



改 正 後 改 正 前 

(70 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却の償却限度額の計算に関する付表) (70 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却の償却限度額の計算に関する付表) 

  



改 正 後 改 正 前 

(70 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却の償却限度額の計算に関する付表) (70 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却の償却限度額の計算に関する付表) 

  



改 正 後 改 正 前 

(70 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却の償却限度額の計算に関する付表) (70 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却の償却限度額の計算に関する付表) 

  

 


